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福島市 ない ある

学習環境が整わない生活困窮世帯の中学生を対
象に、学びの機会・場所を提供し、学習支援員によ
る学習援助等の支援を実施

ある
生活困窮者に対し、生活相談内容のアセスメントを
行い、各種制度の活用を図り、自立に向けた支援
プラン作成等の支援を実施

ある

ひとり親家庭の就職による自立促進と生活安定を
図るため、高等学校卒業程度の認定試験や、高等
技能訓練等の資格取得費用の一部を助成

ある

・保育施設において、多子世帯利用者の負担を軽
減（3歳未満の保育料を、2人目は半額、3人目以降
は無料）
・放課後児童クラブにおいて、多子世帯利用者の
負担を軽減（2人目以降の放課後児童クラブ利用料
を減額）
・本市産食材を活用して地産地消を推進し、給食費
の負担を軽減
・教育機会均等と有為な人材育成のため、経済的
な理由により、修学が困難な高校生に対し、年額
50,000円の奨学資金を給付
・経済的理由により就学困難と認められる児童生
徒に対し、学用品費や給食費を援助
・短期入所費用の負担軽減
・産後ケア費用の負担軽減
・ファミリーサポートセンターの負担軽減
・ひとり親医療費助成

ある

・ひとり親家庭及び寡婦（夫）に対し、就学資金等の
貸付を実施
・休日保育、病児・病後児保育、ファミリサポートセ
ンターでの病児・病後児等緊急対策の実施
・外国語、身体機能向上、芸術・文化・伝統、地域
連携などに関する特色ある教育・保育の取り組み
を実施する保育施設等に対して補助金を支出

地域福祉課 ない ある

「子どもの学習・生活支援事業」
　生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護世帯
を含む生活困窮者世帯の子どもを対象とした学習
支援を行うとともに、保護者に対しても進学や教育
費に係る助言、家庭環境改善に向けた働きかけを
行う。

ある

「自立相談支援事業」
　生活困窮者自立支援法に基づき、相談支援員3
名、就労支援員2名を配置し、生活困窮者等からの
様々な相談を受け付け、関係機関と連携しながら、
自立に向けて、就労支援をはじめとした包括的、継
続的な支援を実施。

「家計改善支援事業」
　生活困窮者に対し、家計に関する相談、家計管
理に関する指導、貸付のあっせん等を実施。

ある

「自立相談支援事業」
　生活困窮者自立支援法に基づき、相談支援員3
名、就労支援員2名を配置し、生活困窮者等からの
様々な相談を受け付け、関係機関と連携しながら、
自立に向けて、就労支援をはじめとした包括的、継
続的な支援を実施。

ある

「住居確保給付金の支給」
　離職により住居を失った又はそのおそれがある生
活困窮者に対し、有期で家賃相当額を支給しなが
ら接触的な就労支援を実施し、早期就労・早期自
立に向けた支援を行う。

ない

こども家庭課 ない ない ない ある

○ひとり親家庭の就職による自立促進と生活安定
を図るため、高等学校卒業程度の認定試験や、高
等技能訓練等の資格取得費用の一部を助成

○求職者に対しハローワーク等と連携しながら就
労支援を実施

ある

・こども医療費助成
・児童手当支給
・ひとり親家庭医療費助成
・児童扶養手当
・ファミリーサポートセンターの利用料助成
・みなし寡婦独自認定による保育料等の減免制度
・就学遺児激励金支給

ない

郡山市 こども政策課（総括） ない ある

(1)子どもの学習・生活支援事業
【内容】
市内在住の生活保護受給世帯又は生活困窮世帯
等の小・中学生を対象に、高校受験のための学習
支援の機会を提供、高校生等を対象に自習の場の
提供や高校中退防止等に向けた相談支援を実施。
【R5年度予算額　6,337千円】
（事業担当課：保健福祉総務課）

(2)ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業
【内容】
市内在住の児童扶養手当受給世帯の中学生を対
象に、学習支援員を家庭に派遣することにより、基
本的な生活習慣の習得、学習習慣の定着等の支
援を実施。
【R5年度予算額　10,275千円】
（事業担当課：こども家庭支援課）

ある

(1)市営住宅多子世帯向け優先募集
【内容】市営住宅の毎月の空家募集において、
3LDK程度の広い部屋の一部を多子世帯向けとし
て、優先枠で募集する。
（事業担当課：住宅政策課）

(2)市営住宅若年子育て世帯向け優先募集
【内容】市営住宅の空家募集において、子育て家庭
の経済的負担の軽減のため、一部を若年子育て世
帯の優先枠で募集する。

(3)市営住宅ひとり親世帯向け優先募集
【内容】市営住宅の毎月の空家募集において、一
部をひとり親世帯の優先枠で募集する。
（事業担当課：住宅政策課）

(4)ひとり親世帯家賃減額事業
【内容】市内在住の児童扶養手当の全額受給世帯
が居住する民間賃貸住宅（セーフティネット専用住
宅）の家賃及び債務保証料の低廉化補助を実施。
[令和５年度予算額　24,600千円]
（事業担当課：こども家庭支援課）

ある

母子家庭等就業･自立支援センター事業
【内容】
専任の相談員による就業相談のほか、ハローワー
クと連携した就業情報提供等、一貫した就労支援
サービスを行う。
（事業担当課：こども家庭支援課）

ある

(1)保育所等保育料無料化・軽減等事業
【対象】認可保育所及び認可外保育施設に通う児
童
【内容】少子化対策や育児条件の改善につなげる
ため、国の制度に該当しない一部の者に係る保育
料の無料化・軽減等を実施する。
（事業担当課：保育課）

(2)ひとり親家庭医療費助成事業
【対象】18歳までの児童を養育しているひとり親家
庭
【内容】生活の安定と健康福祉の増進を図るため、
医療費の一部を助成する。
（事業担当課：こども家庭未来課）

ない

いわき市 こどもみらい課（総括） ある

〇生活困窮者支援官民連携プラッ
トフォーム
生活困窮者支援体制の強化を目
的に、地域において生活困窮者の
支援に取り組む団体をはじめとした
関係機関で構成するプラットフォー
ムを設立し、関係機関の連携を図
る。
※子どもだけを支援対象としたもの
ではない。

ある

〇子どもの学習環境整備事業
生活困窮世帯の子どもたちが将来自立した生活が
できるよう、貧困の連鎖防止を図るため、訪問等に
よる学習支援や保護者への情報提供を実施するほ
か、生活習慣、食事等の養育に課題を抱える世帯
に対し、面談や助言、情報提供等を行う。

〇未来につなぐ人材応援事業
奨学金返還に係る負担軽減を図るとともに、若者
の定着を図る施策として、本市への定住・就職者を
対象として、奨学金返還を支援する。

ある

〇ヤングケアラー支援体制強化事業
ヤングケアラーを早期発見、早期支援するための
支援体制強化を目的とし、児童や関係機関向けの
認知度向上のための普及啓発や、ヤングケアラー
コーディネーターを配置し関係機関との連携を図る
とともに、支援力向上のための関係機関向け研修
会や、訪問家事支援事業等を行う。

〇支援対象児童等見守り強化事業
市が委託した宅食等を行う事業者が要保護児童対
策地域協議会の支援対象児童等として登録されて
いる世帯を訪問するなどし、子どもや家庭の状況を
把握し、必要に応じて支援に繋げる。

〇みんなの居場所づくり事業
・ひきこもりや不登校など社会的孤立状態にある者
に対し、自宅以外の場所で安心できる「居場所」を
提供し、生活困窮に至る前の自立を支援する。

ある

〇ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
・ひとり親家庭の親を対象に、経済的自立に効果的
な資格取得を支援するため、給付金を支給。

〇母子・父子自立支援相談
・ひとり親家庭や寡婦の方の困りごとについて、母
子・父子自立支援員が相談を受け、自立に向けた
就労支援などを行う。

ある

〇児童扶養手当
・父又は母と生計を同じくしていない児童等が養育
されている家庭の生活の安定と自立を助長するた
め、児童を養育している者に対し手当を支給。

ない

白河市

保健福祉部
こども未来室
こども支援課
子育て連携係

ある
こどもの貧困対策連携会議の開催
（各小中学校・教育委員会・保健福
祉部）

ある

〇奨学資金貸与事業
【高等学校・高等専門学校生：月額30,000円以内】
【専修学校生：月額40,000円以内】
【大学生：月額50,000円以内】

〇入学一時金貸与事業
大学生・専修学校生の保護者に対し貸与
【医師及び歯科医師の過程：100万円以内】
【上記以外の過程：70万円以内】

ある

様々な支援を必要とする子どものために、地域で
の居場所（こども食堂）をつくり、食事・団らんの場
の提供や学習支援を行う。（委託事業及び市補助
事業により実施）

ある

〇専門の就業支援員を配置し、ひとり親家庭の親
等の新規就業や転職等をハローワークと連携して
支援している。

〇高等職業訓練促進給付金受給者を対象に、修
業期間中の生活費の不安を軽減するため、生活資
金の貸付を行っている。

ない ある
経済的に困窮している女性を支援するため、生理
用品を無償で配付するほか、学校を含めた市内公
共施設の女子トイレに生理用品を配備している。

会津若松市

市町村

２６　子どもの貧困対策

①子どもの貧困対
策の担当部署

（ある場合は記入）

②子どもの貧困ネットワークについて ③教育の支援 ④生活の支援 ⑤保護者に対する就労の支援 ⑥経済的支援 ⑦その他

子どもの貧困対策
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市町村

２６　子どもの貧困対策

①子どもの貧困対
策の担当部署

（ある場合は記入）

②子どもの貧困ネットワークについて ③教育の支援 ④生活の支援 ⑤保護者に対する就労の支援 ⑥経済的支援 ⑦その他

子どもの貧困対策

須賀川市 こども課 ない ある
・生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の小学生
から高校生までの児童・生徒に対し、家庭訪問によ
る学習・生活支援等を実施。

ある

生活困窮者に対し、自立相談支援機関（市社会福
祉協議会に委託）が、具体的な支援プランを作成
し、各種制度活用等の支援を実施。

ある
生活困窮者に対し、就労支援員がハローワーク等
と連携しながら就労支援を実施。

ある
教育の機会均等の確保と有為な人材育成のため、
経済的な理由により修学が困難な大学生等に対
し、年額60万円の奨学資金を給付

ない

喜多方市 こども課 ない ある

[子どもの生活・学習支援事業］
・子どもの居場所づくりを目的として、ひとり親世帯
を含む子どもを対象に基本的な生活習慣の習得支
援、学習支援及び食事の提供等を行う。
予算額　7,204千円

ない ある

・ひとり親家庭高等技能訓練促進費等給付金
資格の取得を目指して養成機関で修業する場合、
高等技能訓練促進費および入学支援修了一時金
を支給。
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
就業の促進と自立を支援するため、教育訓練給付
金を支給。
予算額　2,596千円"

ある
・児童扶養手当ての支給、子ども医療費の助成、
ひとり親家庭の医療費助成。

ない

相馬市 こども家庭課 ない ない ある

（1）自立相談支援事業
生活困窮者に対し、状況に応じた包括的かつ継続
的な相談支援を実施し、早期に困窮状態から脱却
することを支援する。
（2）家計改善支援事業
生活困窮者に対し、家計に関する相談、家計管理
に関する指導、貸付のあっせん等を実施する。

ある
就労準備支援事業
生活困窮者に対し、就労に必要な日常生活自立、
社会生活自立の段階から有期で支援を実施する。

ある

住居確保給付金
離職により住居を失ったまたはそのおそれがある
生活困窮者に対し、安定的な就労活動が行えるよ
う有期で家賃相当額を支給し、住宅及び就労機会
の確保に向けた支援を行う。

ない

二本松市 子育て支援課 ある

要保護児童対策地域協議会
※児童相談所、二本松警察署、市
子育て支援課、健康増進課、学校
教育課、社会福祉協議会、民生児
童委員等

ある

・放課後子ども教室
・就学援助
※学用品、学校給食費、通学用品費、修学旅行費
等の経費
・小中学校遠距離通学費の助成
※年額32,000円
・高等学校通学費等の助成
※年額25,000円

ある
・ファミリー・サポート・センター事業
・家庭児童相談室等による生活相談

ある

・生活困窮者自立支援
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業等の
就労支援
※１月当たり70,500円

ある
・子ども医療費の助成
・ひとり親家庭医療費の助成
・学童保育保育料等の負担低減

ある
・大卒者等定住促進奨励金
※奨学金の返済残高がある方に最大30万円を支
給

田村市
保健福祉部
こども未来課

ない ない ない ある

①ひとり親家庭自立支援支援給付事業
（内容）ひとり親家庭の就職による自立促進と生活
安定を図るため、自立支援教育訓練給付金事業と
高等職業訓練促進給付金等事業により給付金を支
給

②ひとり親世帯の保護者に対し、児扶の現況届提
出時期に合わせハローワークと行政の連携により
就職相談会を実施

ある

①要保護・準要保護児童就学援助事業経済的な
理由で就学が困難な生徒に給食費、学用品、就学
旅行、通学費等、就学援助費を支給する。

②田村市学校給食費免除事業
義務教育期間内の児童生徒をもつ保護者に対し、
第2子以降の給食費を全額免除する。

ない

南相馬市 こども家庭課 ない ある

○ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給
事業（就業に係る資格取得のため１年以上の養成
機関で修業する場合に、訓練促進給付金等を支
給）
支給額：
（ア）訓練促進給付金　「支給期間上限３６月」
月額100,000円（住民税非課税世帯）
ただし、修了までの最後の12月は月額140,000円
月額  70,500円（住民税課税世帯）
ただし、修了までの最後の12月は月額110,500円
（イ）修了支援給付金
月額  50,000円（住民税非課税世帯）
月額  25,000円（住民税課税世帯）

ない ある

○ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事
業（就業に資する教育訓練講座を受講する場合に
給付金を支給。
（ア）一般教育訓練、特定一般教育訓練講座に要し
た経費の60パーセント（上限20万円））
（イ）専門実践教育訓練講座に要した経費の60
パーセント（上限40万円×就学年数）
○高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
（高卒認定試験合格の対策講座を受講する場合に
給付金を支給。）
（ア）受講開始時給付金
　　受講開始するために支払った費用の30パーセ
ント
（イ）受講修了時給付金
　　受講するために支払った費用の40パーセントか
ら受講開始時給付金を差し引いた額
（ウ）合格時給付金
　　講座を受講するために支払った費用の20パー
セント
※（ア）～（ウ）合わせて上限15万円

ある
ひとり親家庭医療費助成事業を実施（ひと月あた
り、一登録世帯自己負担額から1,000円を控除した
額）

ある

〇養育費に関する公正証書作成促進補助金
　養育費の取り決めに関する公正証書を作成した
ひとり親の方に対し、作成費用（公証人手数料）とし
て最大３万円を補助

〇養育費保証契約保証料補助金
　保証会社等と養育費保証契約（養育費に未払い
が発生した場合に、保証会社が立替え払いや督促
回収等を行う契約）を締結したひとり親の方に対
し、契約締結費用として最大５万円を補助

伊達市
こども部

ネウボラ推進課
ある

伊達市こども支援ネットワーク会議

・児童福祉に関する事業を行う事
業者
・教育・保育関係機関
・子どもの見守り及び支援に関する
機関
・虐待防止に関する機関
・その他市長が必要と認める者

ある

子どもの学習支援事業

すべての子どもが育った環境に左右されることなく
健やかに成長できる環境を整えるため、就学援助
該当の中学生を対象に学習支援事業を実施する

ない ある

○ひとり親家庭の就職による自立促進と生活安定
を図るため、高等技能訓練等の資格取得費用の一
部を助成

○求職者（ひとり親）に対しハローワーク等と連携し
ながら就労支援を実施

ない ない

本宮市
保健福祉部

子ども福祉課
ない ある

〇篤志奨学資金(給与型)
・対象：短大以上の新入学生
・期間：正規の修学期間
・金額：月額10,000円
〇遠藤輝雄奨学基金(無利子貸与型)
・対象：高校・高専・専修・短大・大学の在学生、新
入学生
・期間：正規の在学期間
・金額：対象学校、公立・私立によって異なる(高校
15,000円～私立大学40,000円)

ある
社会福祉協議会における
・生活サポート相談
・フードバンク

ある
　ひとり親世帯の保護者に対し、児扶の現況届提
出時に合わせハローワークと提携してチラシを配付

ない ない
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２６　子どもの貧困対策

①子どもの貧困対
策の担当部署

（ある場合は記入）

②子どもの貧困ネットワークについて ③教育の支援 ④生活の支援 ⑤保護者に対する就労の支援 ⑥経済的支援 ⑦その他

子どもの貧困対策

桑折町
健康福祉課

子育て支援係
ない ある

・準要保護就学支援制度(給食費、学用品、PTA会
費等の助成)
対象:小中学生
・奨学資金貸与制度(就学資金、入学支度資金)
対象:高校生、大学生
・英語力学習意欲の向上を図るため、英語検定料
助成（検定料の半額）を実施
対象：中学生
・子どもたちに一層豊かな教育環境を提供する取
組として土曜日に「学習塾」(参加料無料)を開催
小学生：年8回、中学生：年16回
対象：小中学生

ない ない ある

・幼稚園、小中学校給食費無料
・幼稚園、小中学校新入園児・児童・生徒制服支給
・ひとり親家庭医療費助成
・就学遺児激励金
　ひとり親家庭または父母のいない児童生徒へ
3,000円分の図書カード支給

ない

国見町
福祉課

社会福祉係
ない ある

・就学援助制度（要保護・準要保護）
学用品、通学用品、郊外活動、修学旅行費等の助
成（R5年度予算：小学校989千円＋中学校1,701千
円）

ない ない ある
・奨学資金貸与制度
修学資金、入学支度金（R5年度予算：3200千円）

ない

川俣町 子育て支援課 ない ある
○要保護・準要保護児童生徒就学援助費
学用品費等の援助を行い経済的負担を軽減を図る

ある
○子ども家庭相談員・SSW等による相談支援
○社会福祉協議会における生活困窮者自立支援
事業（含むフードバンク）

ない ある
○要保護・準要保護児童生徒就学援助費
学用品費等の援助を行い経済的負担を軽減を図る

ない

大玉村
住民福祉部
健康福祉課
社会福祉係

ない ある

 要保護・準要保護就学援助費
要・準要保護児童、生徒の保護者に対し学用品等
の援助を行い、経済的な負担の軽減を図る
・学用品費
・通学費
・新入学用品費
・給食費　　　　等

ある
社会福祉協議会における
生活困窮者自立支援事業
フードバンク

ない ある

ひとり親家庭医療費助成事業
（対象）18歳までの児童を養育しているひとり親家
庭
（内容）ひとり親家庭の健康と福祉の増進を図るた
め、医療費の一部を醸成する。

ない

鏡石町 福祉こども課 ない ない ある

・家庭環境に問題を抱える世帯に対する支援とし
て、「児童家庭相談員」を配置、スクルールワー
カーや関係機関と連携し、問題解決に努めている。
・社会福祉協議会と連携し、生活サポート支援、
フードバンクに繋げている。

ない ある

【要保護及び準要保護児童生徒援助事業】
経済的に恵まれない家庭の児童生徒に対し、学用
品・給食費等の援助費を支給
【育英資金貸付事業】
経済的理由により修学困難と認められる者に対し、
月額60千円以内の奨学金を貸与（入学準備金は、
700千円以内）
【ひとり親家庭医療費助成事業】
ひとり親家庭に対して医療費の一部を助成

ない

天栄村 健康福祉課 ない ある

・家庭学習用モバイルWi-Fiルーター貸与
・プール使用権交付
対象となる学校の児童に近隣町の温水プール使用
券を配布

ない ない ある

・ひとり親家庭の医療費助成
・てんえいジュニア応援金
ひとり親家庭（要件有）や両親非課税世帯の子ども
が、中学校を卒業し進学・就職する歳に上限50,000
円を支給
・就学援助制度
要保護・準要保護児童生徒の保護者に対し学用品
等の援助を行い、経済的な負担の軽減を図る。
・特別支援教育就学奨励費
・通学費扶助
遠隔地から通学する児童生徒のバス定期券購入
額の1/2を補助

ない

下郷町 健康福祉課 ない ある
国の制度に基づく事業
要保護、準要保護児童生徒に対する就学援助費
の補助（要保護補助金単価に準ずる）

ない ない ある
ひとり親家庭医療費助成（月1,000円を控除した額
を助成）

ない

檜枝岐村 住民課 ない ない ない ない ない ない

只見町 教育委員会 ない ある

・就学援助
（要保護・準用保護）
学用品、通学用品、新入学学用品費，修学旅行費
を援助

ない ない ない ある 小中学校の給食を無償で提供。

南会津町 健康福祉課 ない ない ある 家事支援 ない ない ない

北塩原村 住民課・教育課 ない ない ない ない ない ない

西会津町
福祉介護課

子育て支援係
ない ある

・就学援助制度
（要保護・準用保護）
学用品、通学用品、校外活動費、修学旅行費、給
食費を援助

ある

・町営住宅における母子世帯の優先入居
・社会福祉協議会における
生活困窮者自立支援事業
フードバンク

ある
町ホームページなどで無料職業紹介として求人情
報を提供

ある
ひとり親家庭への医療費助成、こども園保育料・給
食費の無償化、放課後子ども教室の２人目以降の
利用料無料化

ある
要保護児童地域対策協議会等を活用した対象世
帯の情報把握や関係機関の連携

磐梯町
こども課
町民課

ない ある
要保護及び準要保護児童生徒の保護者に就学援
助費を支給

ない ない ある

ひとり親家庭医療費助成事業
（１８歳までの児童を養育しているひとり親へ医療
費の一部負担金の額を登録世帯ごとに合算し月
1,000円を控除した額の助成）

ない

猪苗代町
保健福祉課
教育総務課

ない ある

（１）要保護・準要保護就学援助費
要・準要保護児童、生徒の保護者に対し学用品等
の援助を行う
・学用品費
・通学費
・新入学用品費
・給食費　　　等
（２）奨学資金貸与
経済的理由により修学が困難と認められる方に対
して奨学資金を貸与する
対象：高校生
月額：20,000円以内

ない ある
町ホームページにて無料職業紹介所求人情報等
の提供

ある ひとり親家庭医療費助成 ある
要保護児童地域対策協議会等を活用した対象世
帯の情報把握や関係機関の連携

会津坂下町
子ども課

子ども支援班
子育て支援係

ない ある
就学援助制度
（教育課）

ない ない ない ない
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２６　子どもの貧困対策

①子どもの貧困対
策の担当部署

（ある場合は記入）

②子どもの貧困ネットワークについて ③教育の支援 ④生活の支援 ⑤保護者に対する就労の支援 ⑥経済的支援 ⑦その他

子どもの貧困対策

湯川村 住民課・福祉係 ない ある
就学援助制度
学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品
費・修学旅行費（国の補助単価額による）

ない ない ある ひとり親家庭の医療費助成 ない

柳津町 ない ない ない ない ある

・高等学校に在学（通信教育を含む）し、経済的理
由により修学困難と認められる者に対し、奨学資金
を貸与。月額1万5千円以内。
・将来医師及び保健師を志望する柳津町出身の生
徒又は学生に奨学資金を貸与。大学に在学してい
る者は、月額2万円以内、保健師養成機関に在所し
ている者は、月額1万4千円以内。

ない

三島町 ない ある

就学援助制度
（要保護・準要保護）
学用品、通学用品、
修学旅行費等援助
（県単価に準じる）

ない ない ない ある 小中学校の給食を町負担で提供。

金山町 ない ある

国の制度に基づく事業
要保護、準要保護児童生徒
に対する就学援助費の補助
小学生11,630円/年、中学生
22,730/年（学用品費）
小学生2,270円/年、中学生
2,270円（通学用品費）

ない ない ある
給食費無料
修学旅行費無料
（小中学生）

ない

昭和村 保健福祉課 ない ある

経済的な理由により、小学校・中学校に通う児童の
就学にお困りで、援助を希望する
保護者の方に対して、学用品費等の就学上必要な
経費の一部を援助する制度です。

ない ない ない ない

会津美里町
健康ふくし課
社会福祉係

ない ある
就学援助制度
学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品
費・修学旅行費（国の補助単価額による）

ない ない ある ひとり親家庭医療費助成 ない

西郷村 福祉課 ない ある
要保護・準要保護児童就学援助事業経済的な理
由で就学が困難な児童生徒に給食費、学用品、就
学旅行、通学費等、就学援助費を支給する。

ない ない ない ない

泉崎村 保健福祉課 ない ある

就学援助制度
要保護・準要保護児童生徒（小・中学生）
対象に就学援助費を支給
（担当課：教育課）

ない ない ない ない

中島村 ない ない ない ない ない ない

矢吹町 子育て支援課 ない ある
学習環境が整わない生活困窮世帯の中学生を対
象に、学びの機会・場所を提供し、学習支援員によ
る学習援助等の支援を実施(教育振興課）

ない ない ある

・ひとり親医療費助成
・第3子以降の児童の保育料無料化
・保育施設において、多子世帯等の保育料負担j軽
減（国制度）
・放課後児童クラブにおいて、多子世帯利用者の
負担を軽減（2人目以降の放課後児童クラブ利用料
を減額）
・経済的理由により就学困難と認められる児童生
徒に対し、学用品費や給食費を援助（教育振興課）
・学校給食費補助事業（教育振興課）

ない

棚倉町 ない ある

・就学援助費の支給。
・学用品や学校給食費等の援助。
（援助金額は、要保護児童生徒補助金の単価の範
囲内とする。）

ない ある
・ひとり親家庭高等職業訓練促進事業補助交付
・ひとり親家庭自立支援教育訓練事業補助金交付

ない ない

矢祭町 町民福祉課 ない ない ない ない ない ない

塙町
学校教育課
こども支援室

ない ある 就学援助制度 ない ない ある 給食費無料 ない

鮫川村 住民福祉課 ない ない ある
経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護
者に対し、学用品費や給食費を援助

ない ない ない

石川町 保健福祉課 ない ない ない ない ない ない

玉川村 健康福祉課 ない ある
奨学資金貸与制度
月額50,000円

ない ない ない ない

平田村 健康福祉課 ない ない ない ない ある
・保育料完全無償化
・高校等通学支援　90,000円/年
・就学支援

ない

浅川町 保健福祉課 ない ある

・奨学金制度
修学資金
県立高等学校に在学している者　月額　16,000円
私立高等学校に在学している者　月額　20,000円
高等専門学校に在学している者　月額　16,000円
国公立大学に在学している者　月額　35,000円
私立大学に在学している者　月額　40,000円
国公立専修学校に在学している者(高等課程)　月
額　16,000円
国公立専修学校に在学している者(専門課程)　月
額　35,000円
私立専修学校に在学している者(高等課程)　月額
20,000円
私立専修学校に在学している者(専門課程)　月額
40,000円
(2)　入学支度金
高等学校又は高等専門学校入学者　150,000円
大学入学者　300,000円

ない ない ない ない

古殿町 健康福祉課 ない ある
町教育委員会では児童扶養手当を受給している世
帯・経済的困窮世帯の小・中学生に対し、就学援助
費の支給を行っている。

ある ない ない
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２６　子どもの貧困対策

①子どもの貧困対
策の担当部署

（ある場合は記入）

②子どもの貧困ネットワークについて ③教育の支援 ④生活の支援 ⑤保護者に対する就労の支援 ⑥経済的支援 ⑦その他

子どもの貧困対策

三春町
子育て支援課
保健福祉課

ない ある
NPO法人ビーンズふくしまによる、対象児童への学
習支援。

ある
福島県社会福祉協議会生活自立サポートセンター
によるフードバンクによる食事の支援。

ある
生活困窮者に対し、福島県社会福祉協議会生活自
立サポートセンターによる就労支援。

ある

・就学援助制度（教育委員会）児童生徒の就学に
必要な経費を負担することが困難な家庭の保護者
に対し、学用品費や給食費、修学旅行費等を援助
する。

ない

小野町 子育て支援課 ない ない ない ない ある 就学援助費（教育委員会） ない

広野町 こども家庭課 ない ない ない ない ある

ひとり親家庭等医療費助成事業
医療費の自己負担分を一部助成

就学支援制度
経済的にお困りの家族に学用品費
や給食費の一部助成

ない

楢葉町 ない ない ない ない ない ない

富岡町 福祉課　福祉係 ない ある

貧困に限らず、町内の学校に通学している住民登
録のある小中学生に対して、給食費や学用品費、
また修学旅行費や校外活動費、制服、運動着等を
無償で支給しており、通学にかかるスクールバスも
運行している。

ない ない ある

・奨学資金貸与
経済的理由により修学が困難と認められる方に対
して奨学資金を貸与する
対象：高校生、専門学校生、大学生

ない

川内村 保健福祉課 ない ある

・就学援助制度
内容：学用品費や給食費、修学旅行費等を援助
一定の条件あり
・川内村育英奨学資金
内容：無利子で貸付
大学・専門学校生等：月額　最大5万円　高等学校：
月額　最大3万円

ない 　 ない ある
・ひとり親家庭への医療費助成

ない

大熊町 ない ない ない ない ない ない

双葉町
健康福祉課
福祉介護係

ない ない ない ない ない ない

浪江町
教育委員会事務局

教育総務課
子育て支援係

ない ある 就学援助 ない ない ない ない

葛尾村 住民生活係 ない ない ない ない ない ない

新地町 健康福祉課 ない ある
就学援助（小・中学生）
→経済的理由により就学が困難と認められる児童
および生徒に対し、就学費を支給

ない ない ある
ひとり親支援貸付
→経済的自立の助成と福祉の推進を図るための貸
付を行う

ない

飯舘村 健康福祉課 ない ある
就学援助費の支給
学用品や学校給食費等の援助

ない ない ない ない

34 8
市町村
合計

4 41 17 18


